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第２次枚方市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の各主体の役割・責務（案） 
 

地球温暖化対策を推進していくにあたって、市民・市民団体・事業者・行政の各主体は、以下に示すそれぞれの役割を十分認識し、相互に

連携・協力しながら、行動することが重要です。 

 

○日常生活が地球温暖化や気候変動に関連していることを理解するとともに、地球温暖化問題が市民一人ひとりの問題であることを自覚
し、身近なことから創意工夫のある取り組みを行います。 

○地球温暖化対策に関する情報を積極的に収集し、地域における活動に参加するとともに、行政が実施する施策に協力します。 
○市民団体については、上記のほか、市民の先導的な役割を果たすとともに、自らの活動を通して市民活動への参加を促します。また、市
民団体の間でも連携を図り、地球温暖化対策の輪をさらに広げていきます。 
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○カーボンニュートラルに向けた目標を設定し、事業
活動から発生する温室効果ガスの排出抑制対策に取
り組むとともに、従業員に対して環境教育を行いま
す。 

○温室効果ガスの排出抑制に寄与する省エネルギー・

省 CO2製品やサービスの提供などを行い、ライフサイ
クルを通じた地球温暖化対策を推進します。 

○事業活動や提供する製品・サービスによる温室効果
ガス削減に関する情報を積極的に発信し、社会全体
の環境意識の向上に寄与するとともに、行政が実施
する施策や地域における活動に協力します。 
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○計画に掲げた温室効果ガスの削減目標の達成に向けて、地
球温暖化に関する様々な施策を総合的かつ計画的に推進し
ます。 

○自らも事業者であることを自覚し、地球温暖化対策実行計
画（事務事業編）に基づき率先して取り組みを行います。 

○地球温暖化対策に関する情報の積極的な発信や学校等にお
ける環境教育・環境学習の推進など、市民・市民団体、事
業者の環境意識の向上に努めるとともに、活動を支援し、
自主的な地球温暖化対策が促進されるような取り組みを行
います。 

○市民・市民団体、事業者や国・大阪府・近隣自治体などと
連携を図りながら、取り組みを推進します。 
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